
福島県施設

全日 午前又は午後 夜間 全日 午前又は午後 夜間

シアター スクール ９：００～１３：００ ９：００～１３：００

形式 形式 ロの字 その他 ９：００～１７：００ １３：００～１７：００ １７：００～２１：００ ９：００～１７：００ １３：００～１７：００ １７：００～２１：００

多目的ホール 全面 369 360 288 － 120（円卓） 95,040 47,520 56,980 47,520 23,760 28,490
　　〃　　A 半面 180 162 102 66 ５６（円卓） 46,200 23,100 27,720 23,100 11,550 13,860
　　〃　　B 半面 189 162 102 66 ５６（円卓） 48,840 24,420 29,260 24,420 12,210 14,630
特別会議室 全面 161 － － 40（固定） － 51,040 25,520 30,580 25,520 12,760 15,290
４０１会議室 全面 134 120 81 54 － 35,200 17,600 21,120 17,600 8,800 10,560
４０２会議室 全面 94 80 48 42 － 25,520 12,760 14,960 12,760 6,380 7,480
　　〃　　A 半面 47 40 24 24 － 12,760 6,380 7,480 6,380 3,190 3,740
　　〃　　B 半面 47 40 24 24 － 12,760 6,380 7,480 6,380 3,190 3,740
４０３会議室 全面 68 60 36 30 － 18,040 9,020 10,780 9,020 4,510 5,390
５０１会議室 全面 54 30 24 24 － 14,520 7,260 8,800 7,260 3,630 4,400
研修室 全面 152 120 99 54 － 40,480 20,240 24,200 20,240 10,120 12,100
　　〃　　A 半面 76 60 45 30 － 20,240 10,120 12,100 10,120 5,060 6,050
　　〃　　B 半面 76 60 45 30 － 20,240 10,120 12,100 10,120 5,060 6,050
小研修室 全面 134 120 81 54 － 35,200 17,600 21,120 17,600 8,800 10,560

福島市施設

全日 午前又は午後 夜間 全日 午前又は午後 夜間

シアター スクール ９：００～１３：００ ９：００～１３：００

形式 形式 ロの字 その他 ９：００～２１：００ １３：００～１７：００ １７：００～２１：００ ９：００～２１：００ １３：００～１７：００ １７：００～２１：００

企画展示室 全面 288 144 144 － － 31,200 9,600 12,000 78,000 24,000 30,000
　　〃 ３／４ 216 99 99 － － 23,400 7,200 9,000 58,500 18,000 22,500
　　〃 半面 144 54 54 48 － 15,600 4,800 6,000 39,000 12,000 15,000
　　〃 １／４ 72 36 36 36 － 7,800 2,400 3,000 19,500 6,000 7,500
３０１会議室 全面 30 20 16 16 － 5,000 1,500 2,000 － － －
３０２会議室 全面 78 48 48 32 － 13,000 4,000 5,000 － － －
　　〃　　A 半面 39 24 18 16 － 6,500 2,000 2,500 － － －
　　〃　　B 半面 39 24 18 16 － 6,500 2,000 2,500 － － －
和室１ 全面 16（10畳） 16 12 12 － 5,300 1,600 2,100 － － －
和室２ 全面 32（20畳） 32 24 24 － 9,200 2,700 3,800 － － －

<備  考>

　　　　あるもののうち、その設立目的が中小企業者の支援であり、かつ、公共的又は公益的な事業を営む場合です。

（４）障がいのあるかたの市有施設使用料等が免除になる場合があります。詳細については、会議室受付にお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、会議室受付にお問い合わせ下さい。

（１）施設使用料について・・・使用の承認を受けた日から１４日以内の指定日までに、納入通知書により、当該施設使用料の全額を金融機関に

　　　　その設立目的が中小企業者の支援であり、かつ、公共的又は公益的な事業を営む場合です。

（２）キャンセル料について・・・利用者の都合により、施設又は附属設備を使用できなくなった場合は、キャンセル料がかかります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　お支払い願います。

（２）企画展示室を、設営又は撤去・保管等の目的で利用する場合は、基本料金の７０％の額をいただきます。（100円未満端数切り上げ）

（３）２日以上連続して利用するものの、夜間は開催しない催事については、料金がかかります。

２．福島市施設関係

　　　③法人でない社団で、代表者の定めがあり、かつ、その構成員の３分の２以上が中小企業者又は（２）①もしくは（２）②に掲げる者で
　　　②県、国又は地方公共団体

コラッセふくしま会議室料金表（令和元年１０月１日使用分から）

一般 中小企業

３．その他

　　なお、３０１、３０２（A、B）、和室（１、２）を設営又は撤去・保管等の目的で利用する場合は、基本料金と同額をいただきます。

　　　①営利の目的で、入場料、受講料、会費等を徴収して催事を行う場合

非営利

（１）３０１、３０２(A、B)、和室（１、２）については、営利目的での利用はできません。

（１）営利目的で利用する場合は、基本料金の１５０％の額をいただきます。(10円未満端数切り捨て)

（２）中小企業料金は、県内に事業所を有する「中小企業者」又は「中小企業者を支援する者」が主催者である場合に適用いたします。

（３）催事の開催ではなく、設営又は撤去・保管等の目的で利用する場合は、基本料金の７０％の額をいただきます。(10円未満端数切り捨て)
（４）２日以上連続して利用するものの、夜間は開催しない催事については、夜間料金はかかりません。

　　　なお、「中小企業者」とは、中小企業支援法第２条第１項に該当する場合です。
　　　また、「中小企業者を支援する者」とは、次に該当する場合です。
　　　①一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する法人、その他特別の法律により設立された法人で、

名称

営利

　　　なお、営利目的とは次に該当する場合です。

　　　②商品販売、商業宣伝等の営利的性格を有することを行う目的で利用する場合

１．福島県施設関係

名称

範囲

基本料金(円）

範囲

収容人員（人）

面積（㎡）

基本料金（円）
収容人員（人）

面積（㎡）


